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市
で
は
、
次
の
施
設
の
指
定
管

理
者
を
募
集
し
ま
す
。

●

施
設
名　

東
文
化
セ
ン
タ
ー

（
東
釜
子
）

●

募
集
要
項
・
申
請
用
紙　

本
庁

舎
文
化
振
興
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

●

応
募
方
法　

「
指
定
管
理
者
指

定
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
関
係
書
類
を
添
付
の
う
え
、

持
参
ま
た
は
郵
送
（
当
日
消
印
有

効
）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

●

応
募
期
限　

１
月
15
日
㈮
ま
で

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

本
庁
舎
文
化
振
興
課　

内
２
３
８

４
　

林
業
退
職
金
共
済
制
度
に
加
入

し
て
い
た
方
で
、
退
職
金
を
ま
だ

受
け
取
っ
て
い
な
い
方
を
探
し
て

い
ま
す
。

　

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
方
で
、
自
身
が
加
入
し
て

3

い
た
か
分
か
ら
な
い
方
や
、
各
種

手
続
き
で
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
林
退
共
福
島
支
部
（
県
森
林
組

合
連
合
会
）
☎
０
２
４

５
２
３

０
２
５
５

　

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
は
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平

成
26
年
12
月
以
降
は
、
年
金
額
が

児
童
扶
養
手
当
よ
り
低
い
場
合
、

申
請
す
る
こ
と
で
そ
の
差
額
分
の

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
こ
ど
も
課　

内
２
７
３

２
　

表
郷
体
育
館
の
屋
根
と
ア
リ
ー

ナ
床
の
改
修
工
事
の
た
め
、
次
の

期
間
休
館
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●

休
館
日　

１
月
５
日
㈫
〜
３
月

31
日
㈭

問
表
郷
庁
舎
教
育
振
興
課
☎
32
２

１
１
１

　

動
物
愛
護
管
理
法
の
改
正
に
よ

り
、
ペ
ッ
ト
を
最
後
ま
で
責
任
を

持
っ
て
飼
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま

し
た
。
ペ
ッ
ト
を
む
や
み
に
増
や

さ
な
い
た
め
に
は
、
不
妊
・
去
勢

手
術
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

不
妊
・
去
勢
手
術
は
望
ま
な
い

繁
殖
の
制
限
だ
け
で
は
な
く
、
性

的
な
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
異
常
な
鳴

き
声
や
争
い
な
ど
の
問
題
行
動
が

減
っ
た
り
、
生
殖
器
の
病
気
や
交

尾
で
う
つ
る
病
気
、
性
ホ
ル
モ
ン

の
影
響
に
よ
る
病
気
の
リ
ス
ク
が

減
る
な
ど
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

問
本
庁
舎
生
活
環
境
課　

内
２
１

６
５
／
各
庁
舎
地
域
振
興
課　

表

郷
☎
32
２
１
１
２　

大
信
☎
46
２

１
１
３　

東
☎
34
２
１
１
２

　

市
消
防
団
に
よ
る
出
初
パ
レ
ー

ド
を
実
施
し
ま
す
。
市
民
を
守
る

消
防
団
員
の
行
進
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
当
日
は
、
交
通
規
制
お

よ
び
消
防
サ
イ
レ
ン
吹す

い
め
い鳴
を
行
い

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●

日
時　

１
月
10
日
㈰
／
午
前
９

時
30
分
〜
９
時
45
分

※
交
通
規
制
は
、
午
前
８
時
50
分

か
ら
実
施
し
ま
す
（
規
制
区
間
は

図
を
参
照
）。

●

コ
ー
ス　

本
町
か
ら
中
町
、
小

峰
通
り
を
経
て
市
民
会
館
（
手
代

町
）
ま
で

●

サ
イ
レ
ン
吹
鳴　

午
前
７
時
か

ら問
本
庁
舎
生
活
環
境
課　

内
２
１

６
９

消
防
団
出
初
パ
レ
ー
ド

林
業
退
職
金
共
済
制
度

指
定
管
理
者
の
公
募

交
通
規
制
区
間

交通規制区間

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ
白河横町店

　　

　農業者年金は加入者数の変化や財政事情に左右されない、
安全・安心な公的年金です。
《農業者年金の特徴》
１　国民年金の第１号被保険者で、年間60日以上農業に従
事する20歳以上60歳未満の方であれば誰でも加入でき
ます。また、農地を持っていない農業者や家族従事者も
加入できます。

２　自ら積み立てた保険料とその運用益により受け取る年
金額が決まる「積立方式（確定拠出型）」の年金です。

３　認定農業者など一定の要件を備えた方に対し、保険料
の国庫補助（政策支援）があります。

４　保険料は老後設計に応じて、月額２万円から６万7,000
円まで千円単位で自由に選択できます。

５　支払った保険料は全額（最高年額80万4,000円）が社
会保険料控除の対象になります。受け取る年金も公的年
金等控除の対象になります。

６　原則65歳から生涯年金が受けられ、80歳保証付（加
入者・受給者の方が80歳までに受け取るはずであった年
金を遺族の方に死亡一時金として支給）の終身年金です。
　※加入申込やご相談は、農業委員会、最寄りのＪＡにお問
　い合わせください。

問農業委員会事務局　内2242

農業者の皆さんへ
農業者年金に加入しましょう

ペ
ッ
ト
の
不
妊
・
去

勢
手
術
の
推
進

表
郷
体
育
館
休
館
の

お
知
ら
せ

「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の

一
部
改
正


